
令和7年4月1日から段階的に施行されている育児・介護休業
法の改正により、介護離職防止のための雇用環境整備や個
別の周知・意向確認等が義務化されました。家族の介護に
悩みを抱えながら働く従業員とのコミュニケーションの方
法や事例を学び、「仕事と介護の両立」ができる企業をめ
ざしましょう。

●介護離職の現状・課題
●介護が必要となった従業員との接し方
●介護保険制度の活用方法 等

【お申し込み・お問合せ先】八尾市魅力創造部労働支援課
℡：072-924-3860 Fax：072-924-0180
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：roudousien@city.yao.osaka.jp
※申込み方法等の詳細は八尾市ホームページをご確認ください

八尾市主催 八尾市企業人権協議会

八尾市ホームページ

定員
60名
※先着順

参加費
無料

日時：令和８年２月１０日(火)

14：30～16：00（講演90分）

講演後16：45頃まで、希望者には個別相談
を実施（1社15分程度）※事前予約優先

会場：八尾市文化会館プリズムホール
５Ｆレセプションホール

対象：八尾市内事業所

定員：６０名（１社４名まで）
※先着順

費用：無料

講師：

「人で介護業界を支える」企業として、現場で
輝ける人材を育成するスクール運営から、求人
者と事業者を結びつける人材紹介、グローバル
人材の確保を見据えた事業、支援を必要とされ
る方の暮らしを支える事業といった、福祉介護
の未来を支える事業を展開。

八尾市ダイバーシティ経営推進セミナー

管理職・人事担当者必見！

「介護離職から

会社と従業員を守るために」
～仕事と介護が両立できる 働きやすい環境づくり～

こんなお悩みありませんか？

☑育児・介護休業法改正における介護離職防止の
ための雇用環境整備等がよくわからない

☑従業員から介護について聞かれてもアドバイス
できない

☑親の介護が必要となった場合にどうしたら良い
かわからない

☑従業員の介護離職を防ぎたい

一つでも当てはまる方は
ぜひご参加ください！

講演後に個別相談コーナーを開設します！
社内のお悩みをお気軽にご相談ください！

mailto:roudousien@city.yao.osaka.jp

